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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検者の脈波を取得するセンサ部と、
　空腹時の血糖値並びに食事を行ってから所定時間後の脈波及び血糖値に基づいて作成さ
れた推定式を用いて、前記センサ部が取得した前記被検者の食事を行ってから所定時間後
の脈波に基づいて前記被検者の食事による血糖値の変化量を推定し、該推定した変化量と
、前記被検者の空腹時の血糖値とに基づいて、前記被検者の食事を行ってから所定時間後
の血糖値を推定する制御部と、
を備える電子機器。
【請求項２】
　被検者の脈波を取得するセンサ部と、
　空腹時の脂質値並びに食事を行ってから所定時間後の脈波及び脂質値に基づいて作成さ
れた推定式を用いて、前記センサ部が取得した前記被検者の食事を行ってから所定時間後
の脈波に基づいて前記被検者の食事による脂質値の変化量を推定し、該推定した変化量と
、前記被検者の空腹時の脂質値とに基づいて、前記被検者の食事を行ってから所定時間後
の脂質値を推定する制御部と、
を備える電子機器。
【請求項３】
　互いに通信可能に接続された電子機器と情報処理装置とを備える推定システムであって
、
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　前記電子機器は、被検者の脈波を取得するセンサ部を備え、
　前記情報処理装置は、空腹時の血糖値並びに食事を行ってから所定時間後の脈波及び血
糖値に基づいて作成された推定式を用いて、前記センサ部が取得した前記被検者の食事を
行ってから所定時間後の脈波に基づいて前記被検者の食事による血糖値の変化量を推定し
、該推定した変化量と、前記被検者の空腹時の血糖値とに基づいて、前記被検者の食事を
行ってから所定時間後の血糖値を推定する制御部を備える、
推定システム。
【請求項４】
　互いに通信可能に接続された電子機器と情報処理装置とを備える推定システムであって
、
　前記電子機器は、被検者の脈波を取得するセンサ部を備え、
　前記情報処理装置は、空腹時の脂質値並びに食事を行ってから所定時間後の脈波及び脂
質値に基づいて作成された推定式を用いて、前記センサ部が取得した前記被検者の食事を
行ってから所定時間後の脈波に基づいて前記被検者の食事による脂質値の変化量を推定し
、該推定した変化量と、前記被検者の空腹時の脂質値とに基づいて、前記被検者の食事を
行ってから所定時間後の脂質値を推定する制御部を備える、
推定システム。
【請求項５】
　電子機器により実行される推定方法であって、
　被検者の脈波を取得するステップと、
　空腹時の血糖値並びに食事を行ってから所定時間後の脈波及び血糖値に基づいて作成さ
れた推定式を用いて、取得した前記被検者の食事を行ってから所定時間後の脈波に基づい
て前記被検者の食事による血糖値の変化量を推定するステップと、
　前記推定した変化量と、前記被検者の空腹時の血糖値とに基づいて、前記被検者の食事
を行ってから所定時間後の血糖値を推定するステップと、
を含む、推定方法。
【請求項６】
　電子機器により実行される推定方法であって、
　被検者の脈波を取得するステップと、
　空腹時の脂質値並びに食事を行ってから所定時間後の脈波及び脂質値に基づいて作成さ
れた推定式を用いて、取得した前記被検者の食事を行ってから所定時間後の脈波に基づい
て前記被検者の食事による脂質値の変化量を推定するステップと、
　前記推定した変化量と、前記被検者の空腹時の脂質値とに基づいて、前記被検者の食事
を行ってから所定時間後の脂質値を推定するステップと、
を含む、推定方法。
【請求項７】
　電子機器に、
　被検者の脈波を取得するステップと、
　空腹時の血糖値並びに食事を行ってから所定時間後の脈波及び血糖値に基づいて作成さ
れた推定式を用いて、取得した前記被検者の食事を行ってから所定時間後の脈波に基づい
て前記被検者の食事による血糖値の変化量を推定するステップと、
　前記推定した変化量と、前記被検者の空腹時の血糖値とに基づいて、前記被検者の食事
を行ってから所定時間後の血糖値を推定するステップと、
を実行させる推定プログラム。
【請求項８】
　電子機器に、
　被検者の脈波を取得するステップと、
　空腹時の脂質値並びに食事を行ってから所定時間後の脈波及び脂質値に基づいて作成さ
れた推定式を用いて、取得した前記被検者の食事を行ってから所定時間後の脈波に基づい
て前記被検者の食事による脂質値の変化量を推定するステップと、
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　前記推定した変化量と、前記被検者の空腹時の脂質値とに基づいて、前記被検者の食事
を行ってから所定時間後の脂質値を推定するステップと、
を実行させる推定プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、測定された生体情報から、被検者の健康状態を推定する電子機器、推定シス
テム、推定方法及び推定プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、被検者（ユーザ）の健康状態を推定する手段として血液成分の測定、血液の流動
性の測定が行われている。これらは、被検者から採血された血液を用いて測定が行われる
。また、被検者の手首等の被検部位から生体情報を測定する電子機器が知られている。例
えば、特許文献１には、被検者が手首に装着することにより、被検者の脈拍を測定する電
子機器が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００２－３６０５３０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、採血には痛みが伴うため、日常的に自身の健康状態を推定することが難
しい。また、特許文献１に記載の電子機器は、脈拍を測定するだけのものであり、脈拍以
外の被検者の健康状態を推定することはできない。
【０００５】
　かかる事情に鑑みてなされた本開示の目的は、簡便に被検者の健康状態を推定すること
ができる電子機器、推定システム、推定方法及び推定プログラムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　電子機器の一態様は、被検者の脈波を取得するセンサ部と、空腹時の血糖値並びに食事
を行ってから所定時間後の脈波及び血糖値に基づいて作成された推定式を用いて、前記セ
ンサ部が取得した前記被検者の食事を行ってから所定時間後の脈波に基づいて前記被検者
の食事による血糖値の変化量を推定し、該推定した変化量と、前記被検者の空腹時の血糖
値とに基づいて、前記被検者の食事を行ってから所定時間後の血糖値を推定する制御部と
、を備える。
【０００７】
　電子機器の他の一態様は、被検者の脈波を取得するセンサ部と、空腹時の脂質値並びに
食事を行ってから所定時間後の脈波及び脂質値に基づいて作成された推定式を用いて、前
記センサ部が取得した前記被検者の食事を行ってから所定時間後の脈波に基づいて前記被
検者の食事による脂質値の変化量を推定し、該推定した変化量と、前記被検者の空腹時の
脂質値とに基づいて、前記被検者の食事を行ってから所定時間後の脂質値を推定する制御
部と、を備える。
【０００８】
　推定システムの一態様は、互いに通信可能に接続された電子機器と情報処理装置とを備
える推定システムであって、前記電子機器は、被検者の脈波を取得するセンサ部を備え、
前記情報処理装置は、空腹時の血糖値並びに食事を行ってから所定時間後の脈波及び血糖
値に基づいて作成された推定式を用いて、前記センサ部が取得した前記被検者の食事を行
ってから所定時間後の脈波に基づいて前記被検者の食事による血糖値の変化量を推定し、
該推定した変化量と、前記被検者の空腹時の血糖値とに基づいて、前記被検者の食事を行
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ってから所定時間後の血糖値を推定する制御部を備える。
【０００９】
　推定システムの他の一態様は、互いに通信可能に接続された電子機器と情報処理装置と
を備える推定システムであって、前記電子機器は、被検者の脈波を取得するセンサ部を備
え、前記情報処理装置は、空腹時の脂質値並びに食事を行ってから所定時間後の脈波及び
脂質値に基づいて作成された推定式を用いて、前記センサ部が取得した前記被検者の食事
を行ってから所定時間後の脈波に基づいて前記被検者の食事による脂質値の変化量を推定
し、該推定した変化量と、前記被検者の空腹時の脂質値とに基づいて、前記被検者の食事
を行ってから所定時間後の脂質値を推定する制御部を備える。
【００１０】
　推定方法の一態様は、電子機器により実行される推定方法であって、被検者の脈波を取
得するステップと、空腹時の血糖値並びに食事を行ってから所定時間後の脈波及び血糖値
に基づいて作成された推定式を用いて、取得した前記被検者の食事を行ってから所定時間
後の脈波に基づいて前記被検者の食事による血糖値の変化量を推定するステップと、前記
推定した変化量と、前記被検者の空腹時の血糖値とに基づいて、前記被検者の食事を行っ
てから所定時間後の血糖値を推定するステップと、を含む。
【００１１】
　推定方法の他の一態様は、電子機器により実行される推定方法であって、被検者の脈波
を取得するステップと、空腹時の脂質値並びに食事を行ってから所定時間後の脈波及び脂
質値に基づいて作成された推定式を用いて、取得した前記被検者の食事を行ってから所定
時間後の脈波に基づいて前記被検者の食事による脂質値の変化量を推定するステップと、
前記推定した変化量と、前記被検者の空腹時の脂質値とに基づいて、前記被検者の食事を
行ってから所定時間後の脂質値を推定するステップと、を含む。
【００１２】
　推定プログラムの一態様は、電子機器に、被検者の脈波を取得するステップと、空腹時
の血糖値並びに食事を行ってから所定時間後の脈波及び血糖値に基づいて作成された推定
式を用いて、取得した前記被検者の食事を行ってから所定時間後の脈波に基づいて前記被
検者の食事による血糖値の変化量を推定するステップと、前記推定した変化量と、前記被
検者の空腹時の血糖値とに基づいて、前記被検者の食事を行ってから所定時間後の血糖値
を推定するステップと、を実行させる。
【００１３】
　推定プログラムの他の一態様は、電子機器に、被検者の脈波を取得するステップと、空
腹時の脂質値並びに食事を行ってから所定時間後の脈波及び脂質値に基づいて作成された
推定式を用いて、取得した前記被検者の食事を行ってから所定時間後の脈波に基づいて前
記被検者の食事による脂質値の変化量を推定するステップと、前記推定した変化量と、前
記被検者の空腹時の脂質値とに基づいて、前記被検者の食事を行ってから所定時間後の脂
質値を推定するステップと、を実行させる。
【発明の効果】
【００１４】
　本開示によれば、簡便に被検者の健康状態を推定することができる電子機器、推定シス
テム、推定方法及び推定プログラムを提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】一実施形態に係る電子機器の一例の概略構成を示す模式図である。
【図２】図１の電子機器の概略構成を示す断面図である。
【図３】図１の電子機器の使用状態の一例を示す図である。
【図４】一実施形態に係る電子機器の一例の概略的な外観斜視図である。
【図５】図４の電子機器を装着した状態を示す概略図である。
【図６】図４の電子機器の正面視における外装部及びセンサ部を示す概略図である。
【図７】正面視における被検者の手首とセンサ部の第１のアームとの位置関係を模式的に
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示す概略図である。
【図８】正面視における被検者の手首とセンサ部の第１のアームと測定部の外装部との位
置関係を模式的に示す概略図である。
【図９】電子機器の機能ブロック図である。
【図１０】電子機器における、脈波の変化に基づく推定方法の一例を説明する図である。
【図１１】加速度脈波の一例を示す図である。
【図１２】センサ部で取得された脈波の一例を示す図である。
【図１３】電子機器における、脈波の変化に基づく推定方法の他の一例を説明する図であ
る。
【図１４】図１の電子機器が用いる推定式の作成フロー図である。
【図１５】ニューラルネットワーク回帰分析の一例について説明する図である。
【図１６】推定式を用いて被検者の食後の血糖値を推定するフロー図である。
【図１７】推定した食後の血糖値と、実測した食後の血糖値との比較を示す図である。
【図１８】推定した食後の血糖値と、実測した食後の血糖値との比較を示す図である。
【図１９】複数の推定式を用いて被検者の食後の血糖値を推定するフロー図である。
【図２０】第２実施形態に係る電子機器が用いる推定式の作成フロー図である。
【図２１】図２０のフローにより作成された推定式を用いて被検者の食後の脂質値を推定
するフロー図である。
【図２２】一実施形態に係るシステムの概略構成を示す模式図である。
【図２３】脈波の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。
【００１７】
（第１実施形態）
　図１は、一実施形態に係る電子機器の第１例の概略構成を示す模式図である。図１に示
す第１例の電子機器１００は、装着部１１０と、測定部１２０とを備える。図１は、被検
部に接触する裏面１２０ａから第１例の電子機器１００を観察した図である。
【００１８】
　電子機器１００は、被検者が電子機器１００を装着した状態で、被検者の生体情報を測
定する。電子機器１００が測定する生体情報は、被検者の脈波を含む。一実施形態におい
ては、第１例の電子機器１００は、被検者の手首に装着された状態で、脈波を取得しても
よい。
【００１９】
　一実施形態において、装着部１１０は直線状の細長い帯状のバンドである。脈波の測定
は、例えば被検者が電子機器１００の装着部１１０を手首に巻きつけた状態で行われる。
具体的には、被検者は、測定部１２０の裏面１２０ａが被検部位に接触するように装着部
１１０を手首に巻きつけて、脈波の測定を行う。電子機器１００は、被検者の尺骨動脈又
は橈骨動脈を流れる血液の脈波を測定する。
【００２０】
　図２は、第１例の電子機器１００の断面図である。図２は、測定部１２０と、測定部１
２０の周辺の装着部１１０とを図示している。
【００２１】
　測定部１２０は、装着時に被検者の手首に接触する裏面１２０ａと、裏面１２０ａと反
対側の表面１２０ｂとを有する。測定部１２０は、裏面１２０ａ側に開口部１１１を有す
る。センサ部１３０は、第１例の電子機器１００を装着時に被検者の手首に接触する第１
端と、測定部１２０に接する第２端とを有する。センサ部１３０は、弾性体１４０が押圧
されていない状態において、開口部１１１から裏面１２０ａ側に第１端が突出している。
センサ部１３０の第１端は、脈あて部１３２を有する。センサ部１３０の第１端は、裏面
１２０ａの平面とほぼ垂直な方向に変位可能である。センサ部１３０の第２端は、軸部１
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３３を介して測定部１２０に接している。
【００２２】
　センサ部１３０の第１端は、弾性体１４０を介して測定部１２０に接している。センサ
部１３０の第１端は、測定部１２０に対して変位可能である。弾性体１４０は、例えば、
ばねを含む。弾性体１４０は、ばねに限らず、他の任意の弾性体、例えば樹脂、スポンジ
等であってもよい。
【００２３】
　なお、測定部１２０には制御部、記憶部、通信部、電源部、報知部、及びこれらを動作
させる回路、接続するケーブル等が配置されていてもよい。
【００２４】
　センサ部１３０は、センサ部１３０の変位を検出する角速度センサ１３１を備える。角
速度センサ１３１はセンサ部１３０の角度変位を検出する。センサ部１３０が備えるセン
サは、角速度センサ１３１に限らず、例えば加速度センサ、角度センサ、その他のモーシ
ョンセンサであってもよいし、これらのセンサを複数備えていてもよい。
【００２５】
　第１例の電子機器１００は、測定部１２０の表面１２０ｂ側に、入力部１４１を備える
。入力部１４１は、被検者からの操作入力を受け付けるものであり、例えば、操作ボタン
（操作キー）から構成される。入力部１４１は、例えばタッチスクリーンにより構成され
ていてもよい。
【００２６】
　図３は、被検者による第１例の電子機器１００の使用状態の一例を示す図である。被検
者は、第１例の電子機器１００を手首に巻きつけて使用する。第１例の電子機器１００は
、測定部１２０の裏面１２０ａが手首に接触した状態で装着される。測定部１２０は、第
１例の電子機器１００を手首に巻きつけられた状態で、尺骨動脈又は橈骨動脈が存在する
位置に脈あて部１３２が接触するように、その位置を調整できる。
【００２７】
　図３では、第１例の電子機器１００の装着状態において、センサ部１３０の第１端は、
被検者の左手の親指側の動脈である橈骨動脈上の皮膚に接触している。測定部１２０とセ
ンサ部１３０との間に配置される弾性体１４０の弾性力により、センサ部１３０の第１端
は、被検者の橈骨動脈上の皮膚に接触している。センサ部１３０は、被検者の橈骨動脈の
動き、すなわち脈動に応じて変位する。角速度センサ１３１は、センサ部１３０の変位を
検出し、脈波を取得する。脈波とは、血液の流入によって生じる血管の容積時間変化を体
表面から波形としてとらえたものである。また、弾性体１４０に代えて、若しくは弾性体
１４０と共に、センサ部１３０の回転軸１３３に、ねじりコイルばね等の付勢機構を設け
て、センサ部１３０の脈あて部１３２を被検者の血液の脈波の測定対象となる被検部位に
接触させてもよい。
【００２８】
　再び図２を参照すると、センサ部１３０は、弾性体１４０が押圧されていない状態にお
いて、開口部１１１から第１端が突出している。被検者が第１例の電子機器１００を装着
した際、センサ部１３０の第１端は被検者の橈骨動脈上の皮膚に接触しており、脈動に応
じて、弾性体１４０は伸縮し、センサ部１３０の第１端は変位する。弾性体１４０は、脈
動を妨げず、かつ脈動に応じて伸縮するように、適度な弾性率を有するものが用いられる
。開口部１１１の開口幅Ｗは、血管径、一実施形態では橈骨動脈径より大きい幅を有する
。測定部１２０に開口部１１１を設けることにより、第１例の電子機器１００の装着状態
において、測定部１２０の裏面１２０ａは橈骨動脈を圧迫しない。そのため、第１例の電
子機器１００はノイズの少ない脈波の取得が可能となり、測定の精度が向上する。
【００２９】
　図３では、第１例の電子機器１００を手首に装着し、橈骨動脈における脈波を取得する
例を示したが、第１例の電子機器１００は、例えば、被検者の首において、頸動脈を流れ
る血液の脈波を取得してもよい。具体的には、被検者は、脈あて部１３２を頸動脈の位置
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に軽く押し当てて、脈波の測定を行ってもよい。また、被検者は、脈あて部１３２が頸動
脈の位置にくるように、第１例の電子機器１００を首に巻きつけて装着してもよい。
【００３０】
　図４は、一実施形態に係る電子機器の第２例の概略的な外観斜視図である。図４に示す
第２例の電子機器１００は、装着部２１０と、基部２１１と、基部２１１に取り付けられ
た固定部２１２及び測定部２２０と、を備える。
【００３１】
　本実施形態において、基部２１１は、略長方形の平板形状に構成されている。本明細書
では、図４に示すように、平板形状の基部２１１の短辺方向をｘ軸方向、平板形状の基部
２１１の長辺方向をｙ軸方向、平板形状の基部２１１の直交方向をｚ軸方向として、以下
説明する。また、第２例の電子機器１００の一部は、本明細書で説明するように可動に構
成されているが、本明細書において第２例の電子機器１００に関する方向を説明する場合
には、特に言及されない限り、図４に示す状態におけるｘ、ｙ及びｚ軸方向を示すことと
する。また、本明細書において、ｚ軸正方向を上、ｚ軸負方向を下といい、ｘ軸正方向を
、第２例の電子機器１００の正面という。
【００３２】
　第２例の電子機器１００は、被検者が装着部２１０を用いて第２例の電子機器１００を
装着した状態で、被検者の生体情報を測定する。第２例の電子機器１００が測定する生体
情報は、測定部２２０で測定可能な被検者の脈波である。第２例の電子機器１００は、一
例として、被検者の手首に装着して、脈波を取得するとして、以下説明を行う。
【００３３】
　図５は、図４の第２例の電子機器１００を被検者が装着した状態を示す概略図である。
被検者は、装着部２１０と、基部２１１と、測定部２２０とによって形成される空間に手
首を通し、手首を装着部２１０で固定することにより、図５に示すように電子機器１００
を装着できる。図４及び図５に示す例では、被検者は、ｘ軸方向に沿って、ｘ軸正方向に
向かって、装着部２１０と、基部２１１と、測定部２２０とによって形成される空間に手
首を通して第２例の電子機器１００を装着する。被検者は、例えば、後述する測定部２２
０の脈あて部１３２が、尺骨動脈又は橈骨動脈が存在する位置に接触するように、第２例
の電子機器１００を装着する。第２例の電子機器１００は、被検者の手首において、尺骨
動脈又は橈骨動脈を流れる血液の脈波を測定する。
【００３４】
　測定部２２０は、本体部２２１と、外装部２２２と、センサ部１３０とを備える。セン
サ部１３０は、本体部２２１に取り付けられている。測定部２２０は、結合部２２３を介
して、基部２１１に取り付けられている。
【００３５】
　結合部２２３は、基部２１１に対して、基部２１１の表面に沿って回転可能な態様で、
基部２１１に取り付けられていてよい。すなわち、図４に示す例では、結合部２２３は、
矢印Ａで示すように、基部２１１に対してｘｙ平面上で回転可能な態様で、基部２１１に
取り付けられていてよい。この場合、結合部２２３を介して基部２１１に取り付けられて
いる測定部２２０の全体が、基部２１１に対してｘｙ平面上で回転可能となる。
【００３６】
　外装部２２２は、結合部２２３を通る軸Ｓ１上において、結合部２２３と連結されてい
る。軸Ｓ１は、ｘ軸方向に延びる軸である。このようにして外装部２２２が結合部２２３
に連結されることにより、外装部２２２は、結合部２２３に対し、基部２１１が延在する
ｘｙ平面に交差する平面に沿って変位可能である。すなわち、外装部２２２は、基部２１
１が延在するｘｙ平面に、軸Ｓ１を中心として所定の角度傾斜することができる。例えば
、外装部２２２は、ｙｚ平面などｘｙ平面に対して所定の傾きを持った面上に乗った状態
で変位することができる。本実施形態では、外装部２２２は、図４の矢印Ｂで示すように
、軸Ｓ１を中心に、ｘｙ平面に直交するｙｚ平面上で回転可能な態様で、結合部２２３に
連結されることができる。
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【００３７】
　外装部２２２は、第２例の電子機器１００の装着状態において被検者の手首に接触する
接触面２２２ａを有する。外装部２２２は、接触面２２２ａ側に、開口部２２５を有して
いてよい。外装部２２２は、本体部２２１を覆うように構成されていてよい。
【００３８】
　外装部２２２は、内側の空間内に、ｚ軸方向に延びる軸部２２４を備えてよい。本体部
２２１は、軸部２２４を通すための穴を有し、当該穴に軸部２２４が通された状態で、本
体部２２１が外装部２２２の内側の空間に取り付けられている。すなわち、本体部２２１
は、図４の矢印Ｃで示すように、外装部２２２に対して、軸部２２４を中心にｘｙ平面上
で回転可能な態様で、外装部２２２に取り付けられている。つまり、本体部２２１は、外
装部２２２に対して、基部２１１の表面であるｘｙ平面に沿って回転可能な態様で、外装
部２２２に取り付けられている。また、本体部２２１は、図４の矢印Ｄで示すように、軸
部２２４に沿って、すなわちｚ軸方向に沿って、外装部２２２に対して、上下方向に変位
可能な態様で、外装部２２２に取り付けられている。
【００３９】
　センサ部１３０は、本体部２２１に取り付けられている。ここで、図６を参照して、セ
ンサ部１３０の詳細について説明する。センサ部１３０は、第２例の電子機器１００の正
面視における外装部２２２及びセンサ部１３０を示す概略図である。図６において、セン
サ部１３０のうち、正面視で外装部２２２と重なる部分については、破線で表現されてい
る。
【００４０】
　センサ部１３０は、第１のアーム１３４と、第２のアーム１３５とを備える。第２のア
ーム１３５は、本体部２２１に固定される。第２のアーム１３５の下側の一端１３５ａは
、第１のアーム１３４の一端１３４ａと接続されている。第１のアーム１３４は、図６の
矢印Ｅで示すように、一端１３４ａを軸として、他端１３４ｂ側がｙｚ平面上で回転可能
な態様で、第２のアーム１３５と接続されている。
【００４１】
　第１のアーム１３４の他端１３４ｂ側は、弾性体１４０を介して第２のアーム１３５の
上側の他端１３５ｂ側に接続されている。第１のアーム１３４は、弾性体１４０が押圧さ
れていない状態において、センサ部１３０の他端１３４ｂが外装部２２２の開口部２２５
から接触面２２２ａ側に突出した状態で、第２のアーム１３５に支持される。弾性体１４
０は、例えばばねである。但し、弾性体１４０は、ばねに限られず、他の任意の弾性体、
例えば樹脂又はスポンジ等とすることができる。また、弾性体１４０に代えて、若しくは
弾性体１４０と共に、第１のアーム１３４の回転軸Ｓ２に、ねじりコイルばね等の付勢機
構を設けて、第１のアーム１３４の脈あて部１３２を被検者の血液の脈波の測定対象とな
る被検部位に接触させてもよい。
【００４２】
　第１のアーム１３４の他端１３４ｂには、脈あて部１３２が結合されている。脈あて部
１３２は、第２例の電子機器１００の装着状態において、被検者の血液の脈波の測定対象
となる被検部位に接触させる部分である。本実施形態では、脈あて部１３２は、例えば尺
骨動脈又は橈骨動脈が存在する位置に接触に接触する。脈あて部１３２は、被検者の脈拍
による体表面の変化を吸収しにくい素材により構成されていてよい。脈あて部１３２は、
被検者が接触状態において痛みを感じにくい素材により構成されていてよい。例えば、脈
あて部１３２は、内部にビーズを詰めた布製の袋等により構成されていてよい。脈あて部
１３２は、例えば第１のアーム１３４に着脱可能に構成されていてよい。例えば、被検者
は、複数の大きさ及び／又は形状の脈あて部１３２のうち、自身の手首の大きさ及び／又
は形状に合わせて、１つの脈あて部１３２を第１のアーム１３４に装着してもよい。これ
により、被検者は、自身の手首の大きさ及び／又は形状に合わせた脈あて部１３２を使用
できる。
【００４３】
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　センサ部１３０は、第１のアーム１３４の変位を検出する角速度センサ１３１を備える
。角速度センサ１３１は第１のアーム１３４の角度変位を検出できればよい。センサ部１
３０が備えるセンサは、角速度センサ１３１に限らず、例えば加速度センサ、角度センサ
、その他のモーションセンサとしてもよいし、これら複数のセンサを備えていてもよい。
【００４４】
　図５に示すように、本実施形態では、第２例の電子機器１００の装着状態において、脈
あて部１３２は、被検者の右手の親指側の動脈である橈骨動脈上の皮膚に接触している。
第２のアーム１３５と第１のアーム１３４との間に配置される弾性体１４０の弾性力によ
り、第１のアーム１３４の他端１３４ｂ側に配置された脈あて部１３２は、被検者の橈骨
動脈上の皮膚に接触している。第１のアーム１３４は、被検者の橈骨動脈の動き、すなわ
ち脈動に応じて変位する。角速度センサ１３１は、第１のアーム１３４の変位を検出する
ことにより、脈波を取得する。脈波とは、血液の流入によって生じる血管の容積時間変化
を体表面から波形としてとらえたものである。
【００４５】
　図６に示すように、第１のアーム１３４は、弾性体１４０が押圧されていない状態にお
いて、開口部２２５から他端１３４ｂが突出した状態である。被検者に電子機器１００を
装着した際、第１のアーム１３４に結合された脈あて部１３２は、被検者の橈骨動脈上の
皮膚に接触する。脈動に応じて弾性体１４０が伸縮し、脈あて部１３２が変位する。弾性
体１４０は、脈動を妨げず、かつ脈動に応じて伸縮するように、適度な弾性率を有するも
のが用いられる。開口部２２５の開口幅Ｗは、血管径、つまり本実施形態では橈骨動脈径
より十分大きい幅を有する。外装部２２２に開口部２２５を設けることにより、第２例の
電子機器１００の装着状態において、外装部２２２の接触面２２２ａは橈骨動脈を圧迫し
ない。そのため、第２例の電子機器１００はノイズの少ない脈波の取得が可能となり、測
定の精度が向上する。
【００４６】
　固定部２１２は、基部２１１に固定されている。固定部２１２は、装着部２１０を固定
するための固定機構を備えていてよい。装着部２１０は、第２例の電子機器１００が脈波
の測定を行うために用いられる各種機能部を内部に備えていてよい。例えば、固定部２１
２は、後述する入力部、制御部、電源部、記憶部、通信部、報知部、及びこれらを動作さ
せる回路、接続するケーブル等を備えていてよい。
【００４７】
　装着部２１０は、被検者が手首を第２例の電子機器１００に固定するために用いられる
機構である。図４に示す例では、装着部２１０は、細長い帯状のバンドである。図４に示
す例では、装着部２１０は、一端２１０ａが測定部２２０の上端に結合され、基部２１１
の内部を通って、他端２１０ｂがｙ軸正方向側に位置するように、配置されている。被検
者は、例えば、右手首を、装着部２１０と、基部２１１と、測定部２２０とによって形成
される空間に通し、脈あて部１３２が右手首の橈骨動脈上の皮膚に接触するように調整し
ながら、左手で装着部２１０の他端２１０ｂをｙ軸正方向に引く。被検者は、右手首が第
２例の電子機器１００に固定される程度に他端２１０ｂを引き、その状態で装着部２１０
を固定部２１２の固定機構により固定する。このようにして、被検者は、片手（本実施形
態では左手）で第２例の電子機器１００を装着できる。また、装着部２１０を用いて手首
を第２例の電子機器１００に固定することにより、第２例の電子機器１００の装着状態を
安定させることができる。これにより、測定中に手首と第２例の電子機器１００との位置
関係が変化しにくくなるため、安定して脈波を測定することが可能となり、測定の精度が
向上する。
【００４８】
　次に、第２例の電子機器１００の装着時における、第２例の電子機器１００の可動部の
動きについて説明する。
【００４９】
　被検者は、第２例の電子機器１００を装着するとき、上述のように、ｘ軸方向に沿って
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、装着部２１０と、基部２１１と、測定部２２０とによって形成される空間に手首を通す
。このとき、測定部２２０は、基部２１１に対して、図４の矢印Ａの方向に回転可能に構
成されていることから、被検者は、測定部２２０を、図４の矢印Ａで示す方向に回転させ
て手首を通すことができる。このように測定部２２０が回転可能に構成されていることに
より、被検者は、自身と第２例の電子機器１００との位置関係に応じて、測定部２２０の
方向を適宜変えながら、手首を通すことができる。このようにして、第２例の電子機器１
００によれば、被検者が第２例の電子機器１００を装着しやすくなる。
【００５０】
　被検者は、装着部２１０と、基部２１１と、測定部２２０とによって形成される空間に
手首を通したあと、脈あて部１３２を手首の橈骨動脈上の皮膚に接触させる。ここで、本
体部２２１が、図４の矢印Ｄの方向に変位可能に構成されていることから、本体部２２１
に結合されたセンサ部１３０の第１のアーム１３４も、図７に示すように、ｚ軸方向であ
る矢印Ｄの方向に変位可能である。そのため、被検者は、脈あて部１３２が橈骨動脈上の
皮膚に接触するように、自身の手首の大きさ及び太さ等に合わせて、第１のアーム１３４
を矢印Ｄの方向に変位させることができる。被検者は、変位させた位置で、本体部２２１
を固定することができる。このようにして、第２例の電子機器１００によれば、センサ部
１３０の位置を、測定に適した位置に調整しやすくなる。そのため、第２例の電子機器１
００によれば、測定の精度が向上する。なお、図４に示す例では、本体部２２１がｚ軸方
向に沿って変位可能であると説明したが、本体部２２１は、必ずしもｚ軸方向に沿って変
位可能に構成されていなくてもよい。本体部２２１は、例えば手首の大きさ及び太さ等に
合わせて位置を調整可能に構成されていればよい。例えば、本体部２２１は、基部２１１
の表面であるｘｙ平面に交差する方向に沿って変位可能に構成されていてよい。
【００５１】
　ここで、脈あて部１３２は、橈骨動脈上の皮膚において、皮膚表面に対して直交する方
向に接触していると、第１のアーム１３４に対して伝達される脈動が大きくなる。すなわ
ち、脈あて部１３２の変位方向（図３の矢印Ｅで示す方向）が、皮膚表面に対して直交す
る方向である場合、第１のアーム１３４に対して伝達される脈動が大きくなり、脈動の取
得精度が向上し得る。第２例の電子機器１００において、本体部２２１及び本体部２２１
に結合されたセンサ部１３０は、図４の矢印Ｃで示すように、外装部２２２に対して、軸
部２２４を中心に回転可能に構成されている。これにより、被検者は、脈あて部１３２の
変位方向が皮膚表面に対して直交する方向となるように、センサ部１３０の方向を調整す
ることができる。すなわち、第２例の電子機器１００は、センサ部１３０の方向を、脈あ
て部１３２の変位方向が皮膚表面に対して直交する方向となるように調整可能である。こ
のようにして、第２例の電子機器１００によれば、被検者の手首の形状に応じて、センサ
部１３０の方向を調整することができる。これにより、第１のアーム１３４に対して、被
検者の脈動の変化がより伝達されやすくなる。そのため、第２例の電子機器１００によれ
ば測定の精度が向上する。
【００５２】
　被検者は、図８（Ａ）に示すように脈あて部１３２を手首の橈骨動脈上の皮膚に接触さ
せたあと、手首を第２例の電子機器１００に固定するために、装着部２１０の他端２１０
ｂを引く。ここで、外装部２２２が図４の矢印Ｂの方向に回転可能に構成されていること
から、被検者が装着部２１０を引くと、外装部２２２は、軸Ｓ１を中心として回転し、上
端側がｙ軸負方向に変位する。すなわち、外装部２２２は、図８（Ｂ）に示すように、上
端側がｙ軸負方向に変位する。第１のアーム１３４は、弾性体１４０を介して第２のアー
ム１３５に接続されているため、外装部２２２の上端側がｙ軸負方向に変位することによ
り、弾性体１４０の弾性力により、脈あて部１３２が橈骨動脈側に付勢される。これによ
り、脈あて部１３２は、より確実に脈動の変化をとらえやすくなる。そのため、第２例の
電子機器１００によれば測定の精度が向上する。
【００５３】
　外装部２２２の回転方向（矢印Ｂで示す方向）と、第１のアーム１３４の回転方向（矢
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印Ｅで示す方向）とは、略平行であってよい。外装部２２２の回転方向と第１のアーム１
３４の回転方向とが平行に近いほど、外装部２２２の上端側をｙ軸負方向に変位させたと
きに、弾性体１４０の弾性力が効率的に第１のアーム１３４にかかる。なお、外装部２２
２の回転方向と第１のアーム１３４の回転方向が略平行な範囲は、外装部２２２の上端側
がｙ軸負方向に変位したときに、弾性体１４０の弾性力が第１のアーム１３４にかけられ
る範囲を含む。
【００５４】
　ここで、図８に示す外装部２２２の正面側の面２２２ｂは、上下方向に長い略長方形状
である。面２２２ｂは、ｙ軸負方向側の辺上の上端側に、切り欠き２２２ｃを有する。切
り欠き２２２ｃにより、図８（Ｂ）に示すように外装部２２２の上端側がｙ軸負方向に変
位しても、面２２２ｂは橈骨動脈上の皮膚に接触しにくい。そのため、橈骨動脈の脈動が
、面２２２ｂに接触して妨げられることを防止しやすくなる。
【００５５】
　さらに、図８（Ｂ）に示すように外装部２２２の上端側がｙ軸負方向に変位したとき、
切り欠き２２２ｃにおける下方側の端部２２２ｄが、手首の橈骨動脈とは異なる位置で接
触する。端部２２２ｄが手首に接触することにより、外装部２２２は当該接触位置以上に
ｙ軸負方向に変位しなくなる。そのため、端部２２２ｄにより、外装部２２２が所定位置
以上に変位することを防止することができる。仮に、外装部２２２が所定位置以上にｙ軸
負方向に変位すると、弾性体１４０の弾性力により、第１のアーム１３４が橈骨動脈側に
強く付勢される。これにより、橈骨動脈の脈動が妨げられやすくなる。第２例の電子機器
１００では、外装部２２２が端部２２２ｄを有することにより、第１のアーム１３４から
橈骨動脈に過度な圧力がかかることを防止でき、その結果、橈骨動脈の脈動が妨げられに
くくなる。このように、端部２２２ｄは、外装部２２２の変位可能な範囲を制限するスト
ッパとして機能する。
【００５６】
　本実施形態において、第１のアーム１３４の回転軸Ｓ２は、図８に示すように面２２２
ｂのｙ軸負方向側の辺から離間した位置に配置されていてよい。回転軸Ｓ２が面２２２ｂ
のｙ軸負方向側の辺の近辺に配置されている場合、第１のアーム１３４が被検者の手首に
接触することにより、橈骨動脈の脈動による変化を正確にとらえられなくなる場合がある
。回転軸Ｓ２が面２２２ｂのｙ軸負方向側の辺から離間した位置に配置されることにより
、手首に第１のアーム１３４が接触する可能性を低減することができ、これにより、第１
のアーム１３４は、より正確に脈動の変化をとらえやすくなる。
【００５７】
　被検者は、装着部２１０の他端２１０ｂを引き、その状態で装着部２１０を固定部２１
２の固定機構により固定することにより、手首に第２例の電子機器１００を装着する。こ
のように手首に装着された状態で、第２例の電子機器１００は、第１のアーム１３４が脈
動の変化に合わせて矢印Ｅで示す方向に変化することにより、被検者の脈波を測定する。
【００５８】
　上述した電子機器１００の第１例及び第２例は、電子機器１００の構成の一例を示すも
のにすぎない。従って、電子機器１００の形態は、第１例及び第２例で示すものに限られ
ない。電子機器１００は、被検者の脈波を測定可能な構成を有していればよい。
【００５９】
　図９は、第１例又は第２例の電子機器１００の機能ブロック図である。電子機器１００
は、センサ部１３０と、入力部１４１と、制御部１４３と、電源部１４４と、記憶部１４
５と、通信部１４６と、報知部１４７とを含む。第１例の電子機器１００において、制御
部１４３、電源部１４４、記憶部１４５、通信部１４６及び報知部１４７は、測定部１２
０又は装着部１１０の内部に含まれていてもよい。第２例の電子機器１００において、制
御部１４３、電源部１４４、記憶部１４５、通信部１４６及び報知部１４７は、固定部２
１２の内部に含まれていてもよい。
【００６０】
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　センサ部１３０は、角速度センサ１３１を含み、被検部位から脈動を検出して脈波を取
得する。
【００６１】
　制御部１４３は、電子機器１００の各機能ブロックをはじめとして、電子機器１００の
全体を制御及び管理するプロセッサである。また、制御部１４３は、取得された脈波から
、被検者の血糖値を推定するプロセッサである。制御部１４３は、制御手順を規定したプ
ログラム及び被検者の血糖値を推定するプログラムを実行するＣＰＵ（Central Processi
ng Unit）等のプロセッサで構成される。これらのプログラムは、例えば記憶部１４５等
の記憶媒体に格納される。また、制御部１４３は、脈波から算出した指標に基づいて、被
検者の糖代謝又は脂質代謝等に関する状態を推定する。制御部１４３は、報知部１４７へ
のデータの報知を行ってもよい。
【００６２】
　電源部１４４は、例えばリチウムイオン電池並びにその充電及び放電のための制御回路
等を備え、電子機器１００全体に電力を供給する。電源部１４４は、リチウムイオン電池
等の二次電池に限らず、例えばボタン電池等の一次電池であってもよい。
【００６３】
　記憶部１４５は、プログラム及びデータを記憶する。記憶部１４５は、半導体記憶媒体
、及び磁気記憶媒体等の非一過的（non-transitory）な記憶媒体を含んでよい。記憶部１
４５は、複数の種類の記憶媒体を含んでよい。記憶部１４５は、メモリカード、光ディス
ク、又は光磁気ディスク等の可搬の記憶媒体と、記憶媒体の読み取り装置との組み合わせ
を含んでよい。記憶部１４５は、ＲＡＭ（Random Access Memory）等の一時的な記憶領域
として利用される記憶デバイスを含んでよい。記憶部１４５は、各種情報や電子機器１０
０を動作させるためのプログラム等を記憶するとともに、ワークメモリとしても機能する
。記憶部１４５は、例えばセンサ部１３０により取得された脈波の測定結果を記憶しても
よい。
【００６４】
　通信部１４６は、外部装置と有線通信又は無線通信を行うことにより、各種データの送
受信を行う。通信部１４６は、例えば、健康状態を管理するために被検者の生体情報を記
憶する外部装置と通信を行う。通信部１４６は、電子機器１００が測定した脈波の測定結
果や、電子機器１００が推定した健康状態を、当該外部装置に送信する。
【００６５】
　報知部１４７は、音、振動、及び画像等で情報を報知する。報知部１４７は、スピーカ
、振動子、及び表示デバイスを備えていてもよい。表示デバイスは、例えば液晶ディスプ
レイ（ＬＣＤ：Liquid Crystal Display）、有機ＥＬディスプレイ（ＯＥＬＤ：Organic 
Electro-Luminescence Display）、又は無機ＥＬディスプレイ（ＩＥＬＤ：Inorganic El
ectro-Luminescence Display）等とすることができる。一実施形態において、報知部１４
７は、例えば、被検者の糖代謝又は脂質代謝の状態を報知する。
【００６６】
　一実施形態に係る電子機器１００は、糖代謝の状態を推定する。一実施形態では、電子
機器１００が、糖代謝の状態として、血糖値を推定する。
【００６７】
　電子機器１００は、例えば回帰分析により作成した推定式を用いて、被検者の血糖値を
推定する。電子機器１００は、脈波に基づいて血糖値を推定するための推定式を、例えば
あらかじめ記憶部１４５に記憶している。電子機器１００は、これらの推定式を用いて、
血糖値を推定する。本実施形態において、電子機器１００は、例えば回帰分析により作成
した推定式を用いて、被検者の食事による血糖値の変化量を推定する。食事による血糖値
の変化量は、例えば、食前から食後の血糖値の変化量である。そして、電子機器１００は
、入力された被検者の食前の血糖値と、推定した血糖値の変化量とに基づき、被検者の食
後の血糖値を推定する。例えば、電子機器１００は、入力された被検者の食前の血糖値と
、推定した血糖値の変化量との和を取ることにより、被検者の食後の血糖値を推定する。
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【００６８】
　ここで、脈波に基づく血糖値の推定に関する推定理論について説明する。食後、血中の
血糖値が上昇することにより、血液の流動性の低下（粘性の増加）、血管の拡張及び循環
血液量の増加が発生し、これらの状態が平衡するように血管動態及び血液動態が定まる。
血液の流動性の低下は、例えば血漿の粘度が増加したり、赤血球の変形能が低下したりす
ることにより生じる。また、血管の拡張は、インスリンの分泌、消化ホルモンの分泌、及
び体温の上昇等により生じる。血管が拡張すると、血圧低下を抑制するため、脈拍数が増
加する。また、循環血液量の増加は、消化及び吸収のための血液消費を補うものである。
これらの要因による、食前と食後との血管動態及び血液動態の変化は、脈波にも反映され
る。そのため、電子機器１００は、脈波に基づいて、血糖値を推定することができる。
【００６９】
　上記推定理論に基づき、食事による血糖値の変化量を推定するための推定式は、複数の
被験者から得た、食前の血糖値、並びに食後の脈波及び血糖値のサンプルデータに基づい
て、回帰分析を行うことで作成することができる。推定時には、被検者の脈波に基づく指
標に、作成された推定式を適用することにより、被検者の血糖値の変化量を推定できる。
推定式の作成において、特に、血糖値の変化量のばらつきが正規分布に近いサンプルデー
タを用いて回帰分析を行って推定式を作成することにより、検査対象となる被検者の血糖
値の変化量を推定することができる。推定式は、例えば、ＰＬＳ（Partial Least Square
s：部分的最小二乗）回帰分析により作成されてよい。ＰＬＳ回帰分析では、目的変数（
推定対象の特徴量）と説明変数（推定のために使用する特徴量）との共分散を利用し、両
者の相関の高い成分から順に変数に追加して重回帰分析を行なうことにより、回帰係数行
列が算出される。
【００７０】
　ここで、本明細書において、食前は、食事を行う前であり、例えば空腹時である。本明
細書において、食後は、食事を行った後であり、例えば食事を行ってから所定時間後の、
食事の影響が血液に反映される時間をいう。本実施形態で説明するように、電子機器１０
０が血糖値を推定する場合には、食後は血糖値が上昇する時間（例えば食事を開始してか
ら１時間程度）であってよい。
【００７１】
　図１０は、脈波の変化に基づく推定方法の一例を説明する図であり、脈波の一例を示す
。血糖値の変化量を推定するための推定式は、例えば、年齢、脈波の立ち上がりを示す指
標（立上り指標）Ｓｌと、ＡＩ（Augmentation Index）と、脈拍数ＰＲとに関する回帰分
析により作成される。
【００７２】
　立上り指標Ｓｌは、図１０の領域Ｄ１で示す波形に基づいて導出される。具体的には、
立上り指標Ｓｌは、脈波を２回微分して導出される加速度脈波における、最初の極大値に
対する最初の極小値の比である。立上り指標Ｓｌは、例えば図１１に一例として示す加速
度脈波では、－ｂ／ａにより表される。立上り指標Ｓｌは、食後における血液の流動性の
低下、インスリンの分泌及び体温の上昇による血管の拡張（弛緩）等により、小さくなる
。
【００７３】
　ＡＩは、脈波の前進波と反射波との大きさの比で表される指標である。ＡＩの導出方法
について、図１２を参照しながら説明する。図１２は、電子機器１００を用いて手首で取
得された脈波の一例を示す図である。図１２は、角速度センサ１３１を脈動の検知手段と
して用いた場合のものである。図１２は、角速度センサ１３１で取得された角速度を時間
積分したものであり、横軸は時間、縦軸は角度を表す。取得された脈波は、例えば被検者
の体動が原因のノイズを含む場合があるので、ＤＣ（Direct Current）成分を除去するフ
ィルタによる補正を行い、脈動成分のみを抽出してもよい。
【００７４】
　脈波の伝播は、心臓から押し出された血液による拍動が、動脈の壁や血液を伝わる現象
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である。心臓から押し出された血液による拍動は、前進波として手足の末梢まで届き、そ
の一部は血管の分岐部、血管径の変化部等で反射され反射波として戻ってくる。ＡＩは、
この反射波の大きさを前進波の大きさで除したものであり、ＡＩn＝（ＰRn－ＰSn）／（
ＰFn－ＰSn）で表される。ここで、ＡＩnは脈拍毎のＡＩである。ＡＩは、例えば、脈波
の測定を数秒間行い、脈拍毎のＡＩn（ｎ=１～ｎの整数）の平均値ＡＩaveを算出したも
のであってもよい。ＡＩは、図１０の領域Ｄ２で示す波形に基づいて導出される。ＡＩは
、食後における血液の流動性の低下及び体温上昇による血管の拡張等により、低くなる。
【００７５】
　脈拍数ＰＲは、図１０に示す脈波の周期ＴPRに基づいて導出される。脈拍数ＰＲは、食
後において上昇する。
【００７６】
　電子機器１００は、年齢、立上り指標Ｓｌ、ＡＩ及び脈拍数ＰＲに基づいて作成した推
定式により、血糖値が推定可能である。
【００７７】
　図１３は、脈波の変化に基づく推定方法の他の一例を説明する図である。図１３（Ａ）
は脈波を示し、図１３（Ｂ）は図１３（Ａ）の脈波をＦＦＴ（高速フーリエ変換：Fast F
ourier Transform）した結果を示す。血糖値を推定するための推定式は、例えばＦＦＴに
より導出される基本波及び高調波成分（フーリエ係数）に関する回帰分析により作成され
る。図１３（Ｂ）に示すＦＦＴの結果におけるピーク値は、脈波の波形の変化に基づいて
変化する。そのため、フーリエ係数に基づいて作成した推定式により、血糖値が推定可能
である。
【００７８】
　電子機器１００は、上述した立上り指標Ｓｌ、ＡＩ及び脈拍数ＰＲ、並びにフーリエ係
数等に基づいて、推定式を使用して、被検者の血糖値を推定する。
【００７９】
　ここで、電子機器１００が、被検者の血糖値の変化量を推定する場合に用いる推定式の
作成方法について説明する。推定式の作成は、電子機器１００で実行される必要はなく、
事前に別のコンピュータ等を用いて作成されてもよい。本明細書では、推定式を作成する
機器を、推定式作成装置と称して説明する。作成された推定式は、被検者が電子機器１０
０により血糖値の推定を行う前に、例えばあらかじめ記憶部１４５に記憶される。
【００８０】
　図１４は、電子機器１００が用いる推定式の作成フロー図である。推定式は、被験者の
食後の脈波を脈波計を用いて測定するとともに、被験者の食前及び食後の血糖値を血糖計
を用いて測定し、測定により取得したサンプルデータに基づいて、回帰分析を行うことに
より作成される。取得するサンプルデータは、食後に限られず、血糖値の変動が大きい時
間帯のデータであればよい。
【００８１】
　推定式の作成において、まず、血糖値により測定された、食前の被験者の血糖値に関す
る情報が推定式作成装置に入力される（ステップＳ１０１）。
【００８２】
　また、血糖計により測定された、食後の被験者の血糖値に関する情報と、脈波計により
測定された、食後の被験者の脈波に関する情報が推定式作成装置に入力される（ステップ
Ｓ１０２）。ステップＳ１０１及びステップＳ１０２において入力される血糖値は、例え
ば採血を行うことにより、血糖計によって測定される。また、ステップＳ１０１又はステ
ップＳ１０２において、各サンプルデータの被験者の年齢も入力されてよい。
【００８３】
　推定式作成装置は、ステップＳ１０１及びステップＳ１０２において入力されたサンプ
ルデータのサンプル数が、回帰分析を行うために十分なＮ以上となったか否かを判断する
（ステップＳ１０３）。サンプル数Ｎは適宜決定することができ、例えば１００とするこ
とができる。推定式作成装置は、サンプル数がＮ未満であると判断した場合（Ｎｏの場合
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）、サンプル数がＮ以上となるまで、ステップＳ１０１及びステップＳ１０２を繰り返す
。一方、推定式作成装置は、サンプル数がＮ以上となったと判断した場合（Ｙｅｓの場合
）、ステップＳ１０４に移行して、推定式の算出を実行する。
【００８４】
　推定式の算出において、推定式作成装置は、入力された食後の脈波を解析する（ステッ
プＳ１０４）。本実施の形態では、推定式作成装置は、食後の脈波の立上り指標Ｓｌ、Ａ
Ｉ及び脈拍数ＰＲについて解析を行う。なお、推定式作成装置は、脈波の解析として、Ｆ
ＦＴ解析を行ってもよい。
【００８５】
　そして、推定式作成装置は、回帰分析を実行する（ステップＳ１０５）。回帰分析にお
ける目的変数は、食事による血糖値の変化量である。目的変数である血糖値の変化量は、
食後の血糖値と食前の血糖値との差分である。また、回帰分析における説明変数は、ステ
ップＳ１０１又はステップＳ１０２で入力された年齢と、ステップＳ１０４で解析された
食後の脈波の立上り指標Ｓｌ、ＡＩ及び脈拍数ＰＲとである。なお、推定式作成装置がス
テップＳ１０４でＦＦＴ解析を行う場合、説明変数は、例えばＦＦＴ解析の結果として算
出されるフーリエ係数であってもよい。
【００８６】
　推定式作成装置は、回帰分析の結果に基づいて、食事による血糖値の変化量を推定する
ための推定式を作成する（ステップＳ１０６）。
【００８７】
　なお、推定式は、必ずしもＰＬＳ回帰分析により作成されなくてもよい。推定式は、他
の手法を用いて作成されてもよい。例えば、推定式は、ニューラルネットワーク回帰分析
により作成されてもよい。
【００８８】
　図１５は、ニューラルネットワーク回帰分析の一例について説明する図である。図１５
は、入力層が４ニューロン、出力層が１ニューロンのニューラルネットワークを模式的に
示す。入力層の４ニューロンは、年齢、立上り指標Ｓｌ、ＡＩ及び脈拍数ＰＲである。出
力層の１ニューロンは、血糖値の変化量である。図１５に示すニューラルネットワークは
、入力層から出力層までの間に、中間層１、中間層２、中間層３及び中間層４という４つ
の中間層を有する。中間層１、中間層２、中間層３及び中間層４は、それぞれノード数が
４、３、２及び１である。中間層の各ノードには、１層前の層から出力されたデータの各
成分に対して重みづけが行われ、和を取ったものが入力される。中間層の各ノードでは、
入力されたデータに対して所定の演算（バイアス）を行った値が出力される。ニューラル
ネットワーク回帰分析では、誤差逆伝播法により、出力の推定値を出力の正解値と比較し
、これらの差が最小になるように、ネットワークにおける重み及びバイアスが調整される
。このようにして、推定式は、ニューラルネットワーク回帰分析によって作成することも
できる。
【００８９】
　次に、推定式を用いた被検者の血糖値の推定のフローの一例について説明する。図１６
は、作成された推定式を用いて被検者の食後の血糖値を推定するフロー図である。
【００９０】
　まず、電子機器１００は、被検者による入力部１４１の操作に基づいて、被検者の年齢
を入力する（ステップＳ２０１）。
【００９１】
　電子機器１００は、被検者による入力部１４１の操作に基づいて、被検者の食前の血糖
値を入力する（ステップＳ２０２）。ここで入力される被検者の食前の血糖値は、例えば
血糖計を用いて測定された値であってよい。被検者は、電子機器１００による血糖値の推
定処理を行うたびに、食前の血糖値を測定しなくてもよい。被検者は、例えば、過去に測
定した食前の血糖値を入力してもよい。電子機器１００は、被検者により入力された血糖
値を記憶し、記憶した血糖値を用いて、このフローを実行してもよい。この場合、電子機
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器１００は、例えば被検者が新たな血糖値を入力した場合、記憶していた血糖値を、当該
入力された新たな血糖値により更新してもよい。
【００９２】
　電子機器１００は、被検者による操作に基づいて、被検者の食後の脈波を測定する（ス
テップＳ２０３）。
【００９３】
　電子機器１００は、測定した脈波を解析する（ステップＳ２０４）。具体的には、電子
機器１００は、例えば測定した脈波に関する立上り指標Ｓｌ、ＡＩ及び脈拍数ＰＲについ
て解析を行う。
【００９４】
　電子機器１００は、ステップＳ２０１で入力を受け付けた被検者の年齢と、ステップＳ
２０４で解析した立上り指標Ｓｌ、ＡＩ及び脈拍数ＰＲとを、推定式に適用して、被検者
の食事による血糖値の変化量を推定する（ステップＳ２０５）。
【００９５】
　電子機器１００は、ステップＳ２０２で入力を受け付けた被検者の食前の血糖値と、ス
テップＳ２０５で推定した血糖値の変化量とに基づいて、被検者の食後の血糖値を推定す
る（ステップＳ２０６）。例えば、電子機器１００は、ステップＳ２０２で入力を受け付
けた被検者の食前の血糖値に、ステップＳ２０５で推定した血糖値の変化量を加算して、
被検者の食後の血糖値の推定値を算出することができる。推定された食後の血糖値は、例
えば電子機器１００の報知部１４７から被検者に報知される。
【００９６】
　図１７及び図１８は、推定した食後の血糖値と、実測した食後の血糖値との比較を示す
図である。図１７は、センサ部１３０が取得した被検者の食後の脈波に基づいて推定した
被検者の食後の血糖値と、実測した食後の血糖値との比較を示す図である。図１７におけ
る食後の血糖値の推定値は、食前の血糖値並びに食後の脈波及び血糖値に基づいて、本願
で説明した推定式と同様の処理により作成された推定式を用いて算出されたものである。
図１８は、本実施形態で説明したように、推定式を用いて推定した血糖値の変化量と、被
検者の食前の血糖値とに基づいて、算出した被検者の食後の血糖値と、実測した食後の血
糖値との比較を示す図である。図１７及び図１８に示すグラフでは、横軸に食後の血糖値
の測定値（実測値）が、縦軸に食後の血糖値の推定値が示されている。なお、血糖値の測
定値は、テルモ社製血糖測定器メディセーフフィット用いて測定された。
【００９７】
　図１７及び図１８に示すように、測定値と推定値とは、概ね±２０％の範囲内に含まれ
ている。すなわち、推定式による推定精度は、２０％以内であると言える。ここで、図１
７と図１８とにおける、測定値と推定値との相関係数をそれぞれ算出すると、図１７の場
合は相関係数が０．８１６であり、図１８の場合は相関係数が０．８４２であった。すな
わち、図１７のように、推定式により食後の脈波に基づいて直接食後の血糖値を推定する
場合と比較して、図１８のように、推定式により血糖値の変化量を推定し、推定した変化
量と被検者の食前の血糖値とに基づいて、被検者の食後の血糖値を推定する場合の方が、
相関係数が高いことが分かった。これは、図１７のように、推定式により食後の脈波に基
づいて直接食後の血糖値を推定する場合には、被検者ごとの個々の血糖値について考慮さ
れないのに対して、図１８のように推定式により血糖値の変化量を推定し、推定した変化
量と被検者の食前の血糖値とに基づいて、被検者の食後の血糖値を推定する場合には、被
検者ごとの個々の血糖値が、被検者の食前の血糖値として反映されるためである。例えば
、被検者が糖尿病患者である等、被検者の血糖値が、もともと平均値よりもある程度以上
高い場合、食後の脈波に基づいて直接食後の血糖値を推定しても、当該被検者のもとの血
糖値に関する情報が反映されないため、食後の血糖値を正確に推定できない場合がある。
これに対し、推定した変化量と被検者の食前の血糖値とに基づいて、被検者の食後の血糖
値を推定する場合、被検者の血糖値が、もともと平均値よりもある程度以上高くても、被
検者ごとの個々の血糖値が、被検者の食前の血糖値として反映されるため、個々の被検者
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に応じた食後の血糖値を、より正確に推定しやすくなる。
【００９８】
　このように、本実施形態に係る電子機器１００によれば、推定した血糖値の変化量と、
被検者の食前の血糖値とに基づいて、被検者の食後の血糖値を推定できる。そのため、電
子機器１００によれば、非侵襲かつ短時間で食後の血糖値を推定できる。このように、電
子機器１００によれば、簡便に被検者の健康状態を推定することができる。
【００９９】
　また、電子機器１００は、食後の血糖値の推定に、被検者の食前の血糖値を用いる。そ
のため、電子機器１００は、被検者の食前の血糖値に、個々の被検者に固有の血糖値の状
態が反映される。そのため、電子機器１００によれば、個々の被検者に応じた食後の血糖
値を、より正確に推定しやすくなる。
【０１００】
　なお、電子機器１００は、食後の血糖値に限らず、任意のタイミングにおける被検者の
血糖値を推定してもよい。電子機器１００は、任意のタイミングにおける血糖値について
も、非侵襲かつ短時間で推定できる。
【０１０１】
　電子機器１００による食後の血糖値の推定方法は、上述の方法に限られない。例えば、
被検者の食後の血糖値の推定にあたり、電子機器１００は、複数の推定式から、１つの推
定式を選択し、選択した推定式を用いて被検者の血糖値の変化量を推定してもよい。この
場合、予め複数の推定式が作成される。
【０１０２】
　例えば、推定式は、食事の内容に応じて、複数作成されてよい。食事の内容は、例えば
食事の量及び質を含んでよい。食事の量は、例えば食事の重量を含んでよい。食事の質は
、例えばメニュー名、材料（食品）、調理法等を含んでよい。
【０１０３】
　食事の内容は、例えば複数に分類されていてよい。例えば、食事の内容は、麺類、定食
、丼物等のカテゴリーで分類されていてよい。推定式は、例えば食事の内容の分類の数と
同じ数、作成されてよい。つまり、例えば食事の内容が３つに分類されている場合、各分
類に対応付けられた推定式が作成されてよい。この場合、作成される推定式は、３つであ
る。電子機器１００は、複数の推定式のうち、被検者の食事の内容に応じた推定式を用い
て、血糖値の変化量を推定する。
【０１０４】
　ここで、複数の推定式が作成された場合における、推定式を用いた被検者の血糖値の推
定のフローの一例について説明する。図１９は、作成された複数の推定式を用いて被検者
の食後の血糖値を推定するフロー図である。
【０１０５】
　電子機器１００は、被検者による入力部１４１の操作に基づいて、被検者の年齢を入力
する（ステップＳ３０１）。
【０１０６】
　電子機器１００は、被検者による入力部１４１の操作に基づいて、被検者の食前の血糖
値を入力する（ステップＳ３０２）。
【０１０７】
　電子機器１００は、被検者による入力部１４１の操作に基づいて、食事の内容の入力を
する（ステップＳ３０３）。電子機器１００は、多様な方法で被検者から食事の内容の入
力を受け付けることができる。例えば、電子機器１００は、表示デバイスを有する場合、
被検者が選択可能な食事の内容（例えば分類）表示し、被検者に表示された食事の内容の
うち、これから食べようとする食事又は食べた食事に最も近いものを選択させることによ
って、入力を受け付けてよい。例えば、電子機器１００は、被検者に入力部１４１を用い
て食事の内容を記載させることにより、入力を受け付けてもよい。例えば、電子機器１０
０は、カメラ等の撮像部を有する場合、撮像部を用いてこれから食べようとする食事を撮
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影することにより、入力を受け付けてもよい。この場合、電子機器１００は、例えば受け
付けた撮像画像を画像解析することにより、食事の内容を推定してよい。
【０１０８】
　電子機器１００は、被検者による操作に基づいて、被検者の食後の脈波を測定する（ス
テップＳ３０４）。
【０１０９】
　電子機器１００は、測定した脈波を解析する（ステップＳ３０５）。具体的には、電子
機器１００は、例えば測定した脈波に関する立上り指標Ｓｌ、ＡＩ及び脈拍数ＰＲについ
て解析を行う。
【０１１０】
　電子機器１００は、ステップＳ３０３で受け付けた食事の内容に基づき、複数の推定式
のうち、１つの推定式を選択する（ステップＳ３０６）。電子機器１００は、例えば、入
力された食事の内容に最も近い分類に対応付けられた推定式を選択する。
【０１１１】
　電子機器１００は、ステップＳ３０１で入力を受け付けた被検者の年齢と、ステップＳ
３０５で解析した立上り指標Ｓｌ、ＡＩ及び脈拍数ＰＲとを、選択した推定式に適用して
、食事による血糖値の変化量を推定する（ステップＳ３０７）。
【０１１２】
　電子機器１００は、ステップＳ３０２で入力を受け付けた被検者の食前の血糖値と、ス
テップＳ３０７で推定した血糖値の変化量とに基づいて、被検者の食後の血糖値を推定す
る（ステップＳ２０６）。推定された食後の血糖値は、例えば電子機器１００の報知部１
４７から被検者に報知される。
【０１１３】
　食事による血糖値の変化量は、食事の内容によって異なる場合がある。しかしながら、
このように、電子機器１００が、複数の推定式のうち、食事の内容に応じた推定式を用い
て血糖値の変化量を推定することにより、食事の内容に応じて、より高い精度で血糖値の
変化量を推定し得る。そのため、血糖値の変化量を用いて算出される食後の血糖値の推定
精度も向上し得る。
【０１１４】
（第２実施形態）
　第１実施形態では、電子機器１００が被検者の食後の血糖値を推定する場合について説
明した。第２実施形態では、電子機器１００が被検者の食後の脂質値を推定する場合の一
例について説明する。ここで、脂質値は、中性脂肪、総コレステロール、ＨＤＬコレステ
ロール及びＬＤＬコレステロール等を含む。本実施形態の説明において、第１実施形態と
同様の点については、適宜その説明を省略する。
【０１１５】
　電子機器１００は、脈波に基づいて脂質値を推定するための推定式を、例えばあらかじ
め記憶部１４５に記憶している。電子機器１００は、これらの推定式を用いて、脂質値を
推定する。本実施形態において、電子機器１００は、例えば回帰分析により作成した推定
式を用いて、被検者の食事による脂質値の変化量を推定する。食事による脂質値の変化量
は、例えば、食前から食後の脂質値の変化量である。そして、電子機器１００は、入力さ
れた被検者の食前の脂質値と、推定した脂質値の変化量とに基づき、被検者の食後の脂質
値を推定する。例えば、電子機器１００は、入力された被検者の食前の脂質値と、推定し
た脂質値の変化量との和を取ることにより、被検者の食後の脂質値を推定する。
【０１１６】
　脈波に基づく脂質値の推定に関する推定理論については、第１実施形態において説明し
た血糖値の推定理論と同様である。すなわち、血中の脂質値の変化は脈波の波形にも反映
される。そのため、電子機器１００は、脈波を取得し、取得した脈波に基づいて、脂質値
を推定することができる。
【０１１７】
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　図２０は、本実施形態に係る電子機器１００が用いる推定式の作成フロー図である。本
実施形態においても、推定式は、サンプルデータに基づいて、例えばＰＬＳ回帰分析又は
ニューラルネットワーク回帰分析等の回帰分析を行うことにより作成される。本実施形態
では、サンプルデータとして、食前の脂質値、並びに、食後の脈波及び脂質値に基づいて
、推定式が作成される。本実施形態において、食後は、食事を行ってから所定時間後の脂
質値が高くなる時間（例えば食事を開始してから３時間程度）であってよい。推定式の作
成において、特に、脂質値のばらつきが正規分布に近いサンプルデータを用いて回帰分析
を行って推定式を作成することにより、検査対象となる被検者の任意のタイミングでの脂
質値を推定することができる。
【０１１８】
　推定式の作成において、まず、脂質測定装置により測定された、食前の被験者の脂質値
に関する情報が推定式作成装置に入力される（ステップＳ４０１）。
【０１１９】
　また、脂質測定装置により測定された、食後の被験者の脂質値に関する情報と、脈波計
により測定された、食後の被験者の脈波に関する情報が推定式作成装置に入力される（ス
テップＳ４０２）。ステップＳ４０１及びステップＳ４０２において、各サンプルデータ
の被験者の年齢も入力されてよい。
【０１２０】
　推定式作成装置は、ステップＳ４０１及びステップＳ４０２において入力されたサンプ
ルデータのサンプル数が、回帰分析を行うために十分なＮ以上となったか否かを判断する
（ステップＳ４０３）。サンプル数Ｎは適宜決定することができ、例えば１００とするこ
とができる。推定式作成装置は、サンプル数がＮ未満であると判断した場合（Ｎｏの場合
）、サンプル数がＮ以上となるまで、ステップＳ４０１及びステップＳ４０２を繰り返す
。一方、推定式作成装置は、サンプル数がＮ以上となったと判断した場合（Ｙｅｓの場合
）、ステップＳ４０４に移行して、推定式の算出を実行する。
【０１２１】
　推定式の算出において、推定式作成装置は、入力された食後の脈波を解析する（ステッ
プＳ４０４）。本実施の形態では、推定式作成装置は、食前の脈波の立上り指標Ｓｌ、Ａ
Ｉ及び脈拍数ＰＲについて解析を行う。なお、推定式作成装置は、脈波の解析として、Ｆ
ＦＴ解析を行ってもよい。
【０１２２】
　そして、推定式作成装置は、回帰分析を実行する（ステップＳ４０５）。回帰分析にお
ける目的変数は、食事による脂質値の変化量である。目的変数である脂質値の変化量は、
食後の脂質値と食前の脂質値との差分である。また、回帰分析における説明変数は、ステ
ップＳ４０１又はステップＳ４０２で入力された年齢と、ステップＳ４０４で解析された
食後の脈波の立上り指標Ｓｌ、ＡＩ及び脈拍数ＰＲとである。なお、推定式作成装置がス
テップＳ４０４でＦＦＴ解析を行う場合、説明変数は、例えばＦＦＴ解析の結果として算
出されるフーリエ係数であってもよい。
【０１２３】
　推定式作成装置は、回帰分析の結果に基づいて、食事による脂質値の変化量を推定する
ための推定式を作成する（ステップＳ４０６）。
【０１２４】
　次に、推定式を用いた被検者の脂質値の推定のフローについて説明する。図２１は、例
えば図２０のフローにより作成された推定式を用いて被検者の食後の脂質値を推定するフ
ロー図である。
【０１２５】
　まず、電子機器１００は、被検者による入力部１４１の操作に基づいて、被検者の年齢
を入力する（ステップＳ５０１）。
【０１２６】
　電子機器１００は、被検者による入力部１４１の操作に基づいて、被検者の食前の脂質
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値を入力する（ステップＳ５０２）。ここで入力される被検者の食前の脂質値は、例えば
脂質測定装置を用いて測定された値であってよい。被検者は、電子機器１００による脂質
値の推定処理を行うたびに、食前の脂質値を測定しなくてもよい。被検者は、例えば、過
去に測定した食前の脂質値を入力してもよい。電子機器１００は、被検者により入力され
た脂質値を記憶し、記憶した脂質値を用いて、このフローを実行してもよい。この場合、
電子機器１００は、例えば被検者が新たな脂質値を入力した場合、記憶していた脂質値を
、当該入力された新たな脂質値により更新してもよい。
【０１２７】
　電子機器１００は、被検者による操作に基づいて、被検者の食後の脈波を測定する（ス
テップＳ５０３）。
【０１２８】
　電子機器１００は、測定した脈波を解析する（ステップＳ５０４）。具体的には、電子
機器１００は、例えば測定した脈波に関する立上り指標Ｓｌ、ＡＩ及び脈拍数ＰＲについ
て解析を行う。
【０１２９】
　電子機器１００は、ステップＳ５０１で入力を受け付けた被検者の年齢と、ステップＳ
５０４で解析した立上り指標Ｓｌ、ＡＩ及び脈拍数ＰＲとを、推定式に適用して、被検者
の食事による脂質値の変化量を推定する（ステップＳ５０５）。
【０１３０】
　電子機器１００は、ステップＳ５０２で入力を受け付けた被検者の食前の脂質値と、ス
テップＳ５０５で推定した脂質値の変化量とに基づいて、被検者の食後の脂質値を推定す
る（ステップＳ５０６）。例えば、電子機器１００は、ステップＳ５０２で入力を受け付
けた被検者の食前の脂質値に、ステップＳ５０５で推定した脂質値の変化量を加算して、
被検者の食後の意思土の推定値を算出することができる。推定された食後の脂質値は、例
えば電子機器１００の報知部１４７から被検者に報知される。
【０１３１】
　このように、本実施形態に係る電子機器１００によれば、推定した脂質値の変化量と、
被検者の食前の脂質値とに基づいて、被検者の食後の脂質値を推定できる。そのため、電
子機器１００によれば、非侵襲かつ短時間で食後の脂質値を推定できる。また、電子機器
１００は、食後の脂質値の推定に、被検者の食前の脂質値を用いる。そのため、電子機器
１００は、被検者の食前の脂質値に、個々の被検者に固有の脂質値の状態が反映される。
そのため、電子機器１００によれば、個々の被検者に応じた食後の脂質値を、より正確に
推定しやすくなる。
【０１３２】
　脂質値を推定する場合についても、血糖値を推定する場合の例で説明したのと同様に、
複数の推定式から１つの推定式を選択し、選択した推定式を用いて脂質値を推定してもよ
い。
【０１３３】
　上記実施形態では、血糖値及び脂質値の推定を電子機器１００が実行する場合の例につ
いて説明したが、血糖値及び脂質値の推定は、必ずしも電子機器１００によって実行され
なくてもよい。血糖値及び脂質値の推定を、電子機器１００以外の他の装置が実行する場
合の一例について説明する。
【０１３４】
　図２２は、一実施形態に係るシステムの概略構成を示す模式図である。図２２に示した
実施形態のシステムは、電子機器１００と、情報処理装置（例えばサーバ）１５１と、携
帯端末１５０と、通信ネットワークを含んで構成される。図２２に示すように、電子機器
１００が測定した脈波は、通信ネットワークを通じて情報処理装置１５１に送信され、被
検者の個人情報として情報処理装置１５１に保存される。情報処理装置１５１では、被検
者の過去の取得情報や、様々なデータベースと比較することにより、被検者の血糖値又は
脂質値を推定する。情報処理装置１５１はさらに被検者に最適なアドバイスを作成しても
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よい。情報処理装置１５１は、被検者が所有する携帯端末１５０に推定結果及びアドバイ
スを返信する。携帯端末１５０は受信した推定結果及びアドバイスを携帯端末１５０の表
示部から報知する、というシステムを構築することができる。電子機器１００の通信機能
を利用することで、情報処理装置１５１には複数の利用者からの情報を収集することがで
きるため、さらに推定の精度が上がる。また、携帯端末１５０を報知手段として用いるた
め、電子機器１００は報知部１４７が不要となり、さらに小型化される。また、被検者の
血糖値又は脂質値の推定を情報処理装置１５１で行うために、電子機器１００の制御部１
４３の演算負担を軽減できる。また、被検者の過去の取得情報を情報処理装置１５１で保
存できるために、電子機器１００の記憶部１４５の負担を軽減できる。そのため、電子機
器１００はさらに小型化、簡略化が可能となる。また、演算の処理速度も向上する。
【０１３５】
　本実施形態に係るシステムは情報処理装置１５１を介して、電子機器１００と携帯端末
１５０とを通信ネットワークで接続した構成を示したが、本開示に係るシステムはこれに
限定されるものではない。情報処理装置１５１を用いずに、電子機器１００と携帯端末１
５０を直接通信ネットワークで接続して構成してもよい。
【０１３６】
　本開示を完全かつ明瞭に開示するために特徴的な実施例に関し記載してきた。しかし、
添付の請求項は、上記実施の形態に限定されるべきものでなく、本明細書に示した基礎的
事項の範囲内で当該技術分野の当業者が創作しうるすべての変形例及び代替可能な構成を
具現化するように構成されるべきである。
【０１３７】
　例えば、上述の実施形態においては、センサ部１３０に角速度センサ１３１を備える場
合について説明したが、本発明に係る電子機器１００はこれに限ることはない。センサ部
１３０は、発光部と受光部からなる光学脈波センサを備えていてもよいし、圧力センサを
備えていてもよい。また、電子機器１００の装着は手首に限らない。首、足首、太もも、
耳等、動脈上にセンサ部１３０が配置されていればよい。
【０１３８】
　また、例えば、上述の実施形態において、回帰分析の説明変数が、年齢、立上り指標Ｓ
ｌ、ＡＩ及び脈拍数ＰＲであると説明したが、説明変数は、これら４つの全てを含んでい
なくてもよい。また、説明変数は、これら４つ以外の変数を含んでいてもよい。例えば、
説明変数は、性別、又は脈波を１回微分して導出される速度脈波に基づいて定められる指
標等を含んでもよい。例えば、説明変数は、脈拍に基づいて定められる指標を含んでもよ
い。脈拍に基づいて定められる指標は、例えば図２３に一例として示す、ＥＴ（Ejection
 Time：駆出時間）、又は、心室の駆出しからＤＷ（Dicrotic Wave：重拍波）までの時間
ＤＷｔ等を含んでよい。また、例えば説明変数は、空腹時血糖値（例えば採血により測定
した血糖値や健康診断時において予め測定された血糖値等）を含んでもよい。
【０１３９】
　上記実施形態において、推定式は、被験者の食後の脈波並びに被験者の食前及び食後の
血糖値又は脂質値を用いて作成されると説明した。ここで、被験者は、電子機器１００を
用いて血糖値又は脂質値を推定させる被検者であってもよい。すなわち、この場合、推定
式は、被検者自身の食後の脈波並びに被験者の食前及び食後の血糖値又は脂質値を用いて
作成される。
【符号の説明】
【０１４０】
　１００　電子機器
　１１０、２１０　装着部
　１１１、２２５　開口部
　１２０、２２０　測定部
　１２０ａ　裏面
　１２０ｂ　表面
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　１３０　センサ部
　１３１　角速度センサ
　１３２　脈あて部
　１３３、２２４　軸部
　１３４　第１のアーム
　１３５　第２のアーム
　１４０　弾性体
　１４１　入力部
　１４３　制御部
　１４４　電源部
　１４５　記憶部
　１４６　通信部
　１４７　報知部
　１５０　携帯端末
　１５１　情報処理装置
　２１１　基部
　２１２　固定部
　２２１　本体部
　２２２　外装部
　２２２ａ　接触面
　２２２ｂ　面
　２２２ｃ　切り欠き
　２２２ｄ　端部
　２２３　結合部
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【図３】
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